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１ 令 和 ６ 年 度 の 税 制 改 正

（年度改正（岐阜県税条例の一部改正））

物価上昇を超える持続的な賃上げが行われる経済の実現に向けて、次のとおり地方税制の改正が行われた。

税 目 項 目 改 正 概 要 関 係 条 文

法人の事業税 外形標準課税の 外形標準課税（※）について、現行の基準（資本金１億 法72の２ 条38

適用対象法人の 円超）を維持した上で、次のとおり適用対象法人の見直し 法附8の3の3 条附6の2

見直し を行うこととした。

※資本金の額が１億円を超えている法人が対象となる

が、経済情勢の変化に伴い、企業経営のあり方が変容

し、減資や持株会社化・分社化等の組織再編により、

対象法人数の減少等が見受けられる。

改正内容 施行日

減資への対 当分の間、前事業年度に 令和７年４月

応 外形標準課税の対象であ １日

った法人であって、当該 （経過措置

事業年度に資本金１億円 （※）あり）

以下で、資本金と資本剰

余金の合計額が10億円を

超えるものは、外形標準

課税の対象とする。

100％子法人 資本金と資本剰余金の合 令和８年４月

等への対応 計額が50億円を超える法 １日

人等の100％子法人等の

うち、資本金１億円以下

で、資本金と資本剰余金

の合計額が２億円を超え

るものは、外形標準課税

の対象とする。

※地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４

号）の公布日（令和６年３月30日）以降に資本金を１

億円以下に減らした法人は課税対象

不動産取得税 特例措置の延長 次の特例措置の適用期限を延長することとした。

１ 宅地建物取引業者等が売却目的で新築した住宅を、当 法附10の3 条附6の3

該宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日につい

て、住宅新築の日から１年を経過した日に緩和する特例

措置（２年延長）

２ 住宅用地の取得に係る不動産取得税の減額措置につい 法附10の3 条附6の3

て、土地の取得から住宅新築までの経過年数に係る要件

を３年又は４年に緩和する特例措置（２年延長）

３ 住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の税率（本則 法附11の2 条附7の2
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１ 令 和 ６ 年 度 の 税 制 改 正

税 目 項 目 改 正 概 要 関 係 条 文

４％）を３％とする特例措置（３年延長）

４ 宅地評価土地（※）の取得に係る不動産取得税の課税 法附11の5 条附7の5

標準を土地の価格の２分の１とする特例措置（３年延

長）

※宅地や宅地比準土地（宅地以外の土地で、価格の決定

が当該土地とその状況が類似する宅地の価格に比準し

て行われている土地）

５ 地方税法以外の法律による政策の推進を税制面におい 法附11 条附7

て支援する特例措置（２年又は３年延長）

（令和６年４月１日施行）

軽油引取税 特例措置の延長 軽油の引取りに係る課税免除の特例措置について、適用 法附12の2の7 条附12の4

期限を３年延長することとした。

（令和６年４月１日施行）

課税免除の特例 マリンレジャー等に使用される自家用船舶（いわゆるプ 法附12の2の7 条附12の4

措置の見直し レジャーボート）を、課税免除の特例措置の対象から除外

することとした。

（令和７年４月１日施行）

狩猟税 特例措置の延長 有害鳥獣の捕獲等を行う者が狩猟者の登録を行った場合 法附32 条附16

の狩猟税の課税免除措置及び税率を２分の１とする特例措 法附32の2 条附16の2

置について、その適用期限を５年延長することとした。

（令和６年４月１日施行）
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（合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例の一部改正）

合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割について、証紙徴収の方法に加え、普通徴

収の方法により徴収することとした。

（令和６年４月１日施行）

（過疎地域における岐阜県税の特例に関する条例の一部改正）

過疎地域における事業税、不動産取得税及び県固定資産税の課税免除の特例について、その適用期限を３年延

長することとした。

（令和６年４月１日施行）

（岐阜県地方活力向上地域における事業税及び不動産取得税の特例に関する条例の一部改正）

県内に本社機能を移転又は拡充する事業者に対する事業税及び不動産取得税の特例について、その適用期限を

２年延長することとした。

＜特例の概要＞

特定業務施設（※）の整備計画について知事の認定を受けた事業者が、当該施設の新設又は増設を行っ

た場合に、次の表のとおり軽減

※調査・企画、情報処理、研究開発等の部門のために使用される事務所又は重要な役割を担う研究所若し

くは研修所など、いわゆる本社機能を有する施設等（工場及び店舗を除く。）

税 目 対 象 軽 減 内 容

事業税 特定業務施設に係る事業（東京23区から １年目 ２分の１に軽減

県内へ移転する場合に限る。） ２年目 ４分の３に軽減

３年目 ８分の７に軽減

不動産取得税 特定業務施設の用に供する家屋又はその 全額免除

敷地の取得

（令和６年４月１日施行）

（岐阜県税条例の一部改正）

狩猟税の徴収方法を、証紙による方法から現金の納付による方法に改めることとした。

※証紙使用期限に合わせ、令和８年９月30日までは証紙による方法も可能とした。

（令和８年１月１日施行）

（岐阜県消防団協力事業所の支援のための事業税の課税の特例に関する条例の一部改正）

消防団協力事業所（※１）を有する者のうち一定の要件を満たす者に対する事業税の課税の特例（※２）につ

いて、その適用期限を３年延長することとした。

※１消防団活動に協力している事業所として市町村長から表示証の交付を受けたもの

※２特例の概要は、次の表のとおり

対 象 軽 減 内 容

県内の消防団協力事業所において消防団員を１人以上雇用 税額を２分の１に軽減

している等、一定の要件を満たす法人又は個人が行う事業 （上限 100万円（※３））

※３消防団員数が従業員数（役員及び個人事業主を含む。）の１割以上の場合は、上限200万円

（令和７年４月１日施行）
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